


【技術職員調書　記入例】
別紙二
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許可番号 ０２－０９９９９９

【業種コード欄及び有資格区分コード欄について】

・職員１人につき２業種まで記入できます。
・経審を受けようとしている業種について記入します。

【２業種限定の考え方】下記の①、②いずれの方法でも可能です。

【例】通番no.1の「技術太郎」さんが「１級土木施工管理技士」及び「１
級建築施工管理技士」の資格を有している場合。

【①　一つの資格から２業種選択】
「１級土木施工管理技士」の資格を保有していると、
土・とび・石・鋼・ほ・しゅ・塗・水　の８業種で評価対象となりえる。
→　「土」・「ほ」　を申請

業種コード欄に、左から順に「０１」（土木コード）「１３」（ほ装コー
ド）と記入。
有資格コード欄は両方とも「１１３」（１級土木施工管理技士コード）と
記入。

業種コード　有資格区分コード　　業種コード　有資格区分コード
　　０１　　　　　１１３　　　　　　１３　　　　　１１３

【②　２つの資格から１業種ずつ選択】
「１級土木施工管理技士」の資格を保有していると、
土・とび・石・鋼・ほ・しゅ・塗・水　の８業種で評価対象となりえる。
また、「１級建築施工管理技士」の資格を有していると、
建・大・左・とび・石・屋・タ・鋼・筋・板・ガ・塗・防・内・絶・具の
１６業種で評価対象となりえる。よって
「土」（１級土木施工管理技士の資格を有していること）
「建」（１級建築施工管理技士の資格を有していること）を申請。

業種コード欄に、左から順に「０１」（土木コード）、「０２」（建築
コード）と記入。
有資格コード欄に、左から順に「１１３」（１級土木施工管理技士コー
ド）、「１２０」（１級建築施工管理技士コード）と記入。

業種コード　有資格区分コード　　業種コード　有資格区分コード
　　０１　　　　　１１３　　　　　　０２　　　　　１２０

※記入例は②により記入している。
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【受講講習欄について】

申請する業種について、下記①～③の要件を全て満たす場合は「１」をそれ以
外の場合は「２」を必ず記入します。

①建設業法第１５条第２号イに該当する者であること（１級国家資格者相当）
②監理技術者資格者証の交付を受けていること
③監理技術者講習（建設業法第２６条の４～６の規定による）を、審査基準日
の直前５年以内に受講していること

（上記③の例）審査基準日（決算日）が平成２６年１２月３１日の場合、その
「直前５年」とは、平成２２年１月１日から平成２６年１２月３１日までを言
います。

　　　　　　　　　H22. 1. 1

　　　講習受講　　H23.10. 1　　直前５年
　

　　　審査基準日　H26.12.31

　　　経審申請日　H27. 4.20

【確認書類】
「講習受講」欄に１を記載した場合は、（公財）青森県建設技術センターへ確
認書類として、監理技術者資格証及び監理技術者講習修了書（写し）を提出し
て下さい。

６

【基幹技能者について】

　記入例　01　012345

　01　　　－　業種コードを記入し、○で囲む
　012345　－　基幹技能者講習終了証に記載されている番号を記入
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許可番号と建設業者名を記入

審査基準日以前に６ヶ月を超える恒常的雇用関係がある技術職員について記入してください。

（建設業法施行規則第１８条の３第２項第１号又は第２号に該当する者）

経審申請時に（公財）青森県建設技術

センターの印が無い場合は受付できません。

審査対象年内に新規に技術職

員となった者につき、○印を記入

する。※例では、新規若年技術

職員に○印を記入している。

若年技術職員 ２名

【審査基準日時点の満年齢について】

審査基準日が平成２６年１２月３１日の場合

・生年月日がS55.1.1の者は、民法に基づいて計算すると前日の１２月３１

日の午後１２時になった時点で３５歳となるため、審査基準日時点では、若

年技術職員に該当しない。→表計算ソフトの関数を使用して計算すると正し

い年齢が表示されない場合があるので、注意してください。
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